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初
版
は
一
九
四
六
年
、
弘

堂
か
ら
發
行
さ
れ
た
。

序
論
で
は
、
淸
朝
末
期
か
ら
民
國
期
に
興
っ
た
、
經
書
の
史
料
的
價
値
を

獻

の
み
か
ら
批
判
的
に
硏
究
す
る
疑
古
派
、

獻
と
甲
骨
金

な
ど
出
土
史
料
と
の

比

に
よ
り
史
實
を
證
明
す
る
釋
古
派
の
兩
陣
營
、
さ
ら
に
前
者
か
ら
出
て
後
者

の
方
法
と
成
果
を
攝
取
し
た
新
釋
古
派
を
紹
介
し
、
疑
古
の
硏
究
方
法
も
釋
古
の

そ
れ
も
無
關
係
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
と
說
く
。

第
一
部
第
一
章
で
は
、
主
と
し
て
金

學
史
と
殷
・
西
周
金

の
編
年
的
硏
究

が
詳
述
さ
れ
て
い
る
。
こ
と
に
後
者
に
お
い
て
は
、
金

を
史
料
と
し
て
活
用
す

る
た
め
、
銘

の
年
月
日
の
記
述
方
法
な
ど
銘

の
樣
式
を
主
な
據
り
所
と
し

て
、
殷
代
の
金

と
西
周
代
の
金

を
區
別
し
、
さ
ら
に
同
一
事
件
・
人
物
を
基

準
と
し
て
行
っ
た
銘

の
群
別
分
類
も
加
味
し
て
、
西
周
金

を
初
・
中
・
後
期

の
三
期
に
區
分
し
て
い
る
。
第
二
章
で
は
、
主
と
し
て
甲
骨

の
斷
代
に
觸
れ
て

い
る
。
貝
塚
は
槪
ね
董
作
賓
の
五
期
區
分
を
支
持
し
つ
つ
、
獨
自
の
見
解
を
打
ち

出
し
た
。
卽
ち
、
甲
骨

の
書
體
の
變
遷
は
單
に
時
代
の
推
移
の
み
に
よ
る
の
で

は
な
く
、
同
時
期
で
も
占
卜
機
關
が
異
な
れ
ば
書
體
も
ま
た
違
う
と
考
え
、
第
一

期
武
丁
期
に
は
國
事
を
占
う
公
的
な
占
卜
機
關
の
ほ
か
、
武
丁
個
人
に
屬
す
る
王

族
、
お
よ
び
王
子
を
主
要
成
員
と
す
る
多
子
族
（
後
出
）
に
置
か
れ
た
私
的
な
占

卜
機
關
が
併
存
し
た
と
結
論
づ
け
た
。

第
二
部
の
中
心
は
、
第
二
章
と
第
三
章
で
あ
る
。
第
二
章
で
は
殷
の
政
治
・
社

會
・

化
を
論
ず
る
が
、
要
と
思
わ
れ
る
點
は
以
下
の
數
點
で
あ
る
。（
一
）
殷

虛
期
の
殷
國
家
は
三
つ
の
異
な
っ
た
地
域
に
分
か
れ
て
い
た
。
卽
ち
、
①
商
邑
と

そ
の
郊
外
の
殷
王
室
直
轄
地
、
②
そ
の
外
に
あ
る
侯
・
伯
と
呼
ば
れ
る
諸
侯
監
督

下
の
保
護
國
家
群
、
③
そ
の
外
の
「
方
」
と
呼
ば
れ
る
殷
と
し
ば
し
ば
敵
對
關
係

に
あ
っ
た
獨
立
國
家
群
の
地
域
で
あ
る
。（
二
）
時
代
が
降
る
に
つ
れ
て
卜
辭
か

ら
貞
人
の
署
名
が
消
え
る
傾
向
が
生
じ
、
第
五
期
に
至
っ
て
王
親
貞
形
式
卜
辭
が

出
現
す
る
の
は
、
殷
王
が
宗
敎
的
權
威
を
有
す
る
司
祭
長
の
性
格
を
失
っ
て
世
俗

的
獨
裁
君
主
に
變
じ
た
こ
と
を
示
す
。（
三
）
卜
辭
中
に
見
え
る
「
多
子
族
」
は

殷
の
王
子
お
よ
び
外
國
の
貴
族
の
子
弟
を
成
員
と
し
、
子
（
大
子
）
を
族
長
と
仰

ぐ
、
祭
祀
や
軍
事
を
訓
練
す
る
氏
族
靑
年
團
體
で
あ
る
。（
四
）
殷
虛
早
期
に
は

す
で
に
兄
弟
相
續
制
よ
り
も
父
子
相
續
制
が
優
越
し
て
お
り
、
後
期
に
は
父
子
相

續
制
が
確
立
し
た
（
周
王
室
は
こ
れ
を
襲
っ
た
）。

第
三
章
は
先
周
・
西
周
史
の
簡
略
な
槪
說
で
、
要
と
思
わ
れ
る
點
を
擧
げ
て
お

く
。（
一
）
封
建
制
度
は
周
の
創
建
で
は
な
く
、殷
の
そ
れ
を
繼
承
し
た
。
た
だ
、

殷
が
異
姓
の
有
力
國
家
に
諸
侯
の
稱
號
を
與
え
た
の
と
は
異
な
り
、
周
は
同
姓
で

あ
る
王
室
の
子
弟
を
諸
侯
に
任
じ
た
。（
二
）
殷
周
革
命
の
本
質
は
、
神
々
を
尊

ん
だ
殷
人
の
世
界
觀
が
周
に
な
る
と
し
だ
い
に
失
わ
れ
、
現
在
ま
で
中
國
精
神
を

支
配
し
中
國
社
會
の
構
成
原
理
と
な
っ
た
禮
を
尊
ぶ
世
界
觀
が
成
立
し
た
こ
と
に

あ
る
。（
三
）
西
周
前
期
の
寶
貝
賜
與
形
式
金

か
ら
後
期
の
官
職
策
命
形
式
金

へ
の
變
化
は
、
前
者
が
賜
與
に
先
行
す
る
王
・
諸
侯
の
祭
祀
や
朝
會
の
敍
述
に

重
點
が
置
か
れ
て
い
る
の
に
對
し
、
後
者
は
策
命
に
際
し
て
策
命
を
王
か
ら
受
け

る
臣
下
が
王
の
も
と
に
入
覲
す
る
儀
式
の
敍
述
に
重
點
が
置
か
れ
て
い
る
こ
と
か

ら
考
え
て
、
周
初
の
祭
政
一
致
的
な
統
治
の
精
神
が
後
期
に
は
失
わ
れ
、
政
治
的

な
行
事
が
中
心
と
な
っ
た
こ
と
に
よ
る
。
ま
た
、
策
命
の
時
に
官
職
と
一
定
の
位

階
を
示
す
象
徵
で
あ
る
車
服
が
臣
下
に
賜
與
さ
れ
る
の
は
、
西
周
朝
廷
の
中
央
集

權
的
な
性
格
を
表
し
て
い
る
。

第
三
章
は
初
版
に
は
な
く
、
著
作
集
が
出
版
さ
れ
る
に
際
し
て
附
載
さ
れ
た
も

の
で
、
新
發
見
の
考
古
遺
跡
・
遺
物
に
基
づ
く
知
見
を
紹
介
し
、
舊
說
の
修
正
を

一
部
行
っ
て
い
る
。
一
例
と
し
て
、
山
東
黑
陶

化
の
擔
持
者
を
前
身
と
す
る
遊

牧
・
農
業
併
業
の
殷
民
族
が
河
南
殷
虛
へ
遷
り
、
彩
陶

化
の
農
耕
民
族
を
征
服

し
て
國
家
を
築
い
た
と
い
う
舊
說
は
も
は
や
通
用
し
な
く
な
っ
た
と
い
う
こ
と
を

擧
げ
て
い
る
。

（
馬
越
靖
史
）


